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境界の立会をお願いされて、図面などの資料を集めたり、捜したり、境界がはっきりしていなかったり、境界標を探したりするとき… そんなときには専門家の土地家屋調査士にご相談ください。

土地の境界（筆界）を隣り合った土地の所有者が実地に
確認しあうものです。一筆の土地と隣接する他の土地と
の境を所有者同士がお互いに確認しあうことによって境
界線が明確になり、お互いの利益にもなります。
境界が確認できたら、境界確認書（筆界確認書）と筆界
確認情報を示す図面を作成して、双方で保管しましょう。
後日の、万一の境界紛争を未然に防ぐことにもなります。

法務局備付けの図面（法第14条地図や地積測量図）が最
適です。法務局に図面がないときは、以前に測量した際
の図面や建物建築時の図面が権利証などと一緒に保管さ
れているかもしれません。
図面等がなくてもお年寄りの方などから境界についての
話を聞いておくことも参考になります。
立会の前には少しでも多くの情報を得ておくことが大切
です。

土地の境界を明確にできるチャンスですから、ぜひご協力くださ
い。不明確だった境界も明らかになるかもしれません。関心がな
いなどといって放っておくと、後日紛争に発展しかねませんし、
隣家との関係に影響が出る可能性もあります。もしかすると他日、
こちらから境界立会をお願いしなくてはならない場合も考えられ
ます。そのときに立会を拒まれるかもしれません。
土地家屋調査士は公平中立の立場で、どちらか一方的に有利にな
るようなことのないよう、客観的に妥当で、かつお互いに納得で
きる境界を画定するお手伝いをいたします。境界確認の立会とは

境界立会を求められたら…

14条地図つくり

地籍調査

ADRセンター

筆界特定制度は、筆界特定登記官が、
土地の所有権の登記名義人等の申請
により、申請人等に意見及び資料を
提出する機会を与えた上、外部専門
家である筆界調査委員の意見を踏ま
えて、筆界の現地における位置を特
定する制度です。

土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センターでは、土
地家屋調査士が土地の筆界を明らかにするととともに、境界
にかかわる民事紛争の早期解決のために土地家屋調査士と弁
護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝いをしてい
ます。
また、確認した筆界に境界標の埋設
を行い、調停の合意内容に基づき登記
手続きを行うなど、境界にかかわる全
ての紛争解決を目指しています。

もしも境界でもめごとが起きてしまったら…

自治体から境界立会を求められたら…

境界確認の立会に
あたって用意していただくもの

市町村や県や国が所有、管理する道路や水路などの境界の立会確
認を求められることがあります。
拡幅などの工事で直接かかわる場合もあれば、自治体によっては、
公共のものである道路や水路の幅を確保するため、お向かいさん
の土地と道路境界の確認の際に、立会を求められることもありま
す。こんなときは、自分の土地と道路や水路の境界を明確にでき
るチャンスと思い、ぜひご協力ください。

登記所には不動産登記法第14条地図といって、土地の位置や
形状を明確にした、正確な図面を備え付けることとされていま
す。この図面は、国調地籍調査の成果図や土地改良や区画整理
の確定図を備え付けるほか、法務局でも自ら作成しています。
この地図の作成も、土地の境界の立会確認が必要です。正確な
地図は正しい登記、安心で安全な土地の取引に不可欠です。事
前に自治会などを通じて説明会が行われますので、ぜひ参加い
ただき、ご協力をお願いします。

国土調査法に基づく地籍調査は、国の施策の下、市町村が実施機
関となって行われています。この地籍調査の成果図は、不動産登
記法第14条地図の最大の供給源となっています。正しい登記、
安心で安全な取引は正確な地図から始まります。事前に実施機関
である市町村から自治
会などを通じて説明会
が行われますので、ぜ
ひ参加いただき、境界
の立会、確認にご協力
ください。

筆界特定制度


